
                    

千葉市自殺対策連絡協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、千葉市自殺対策連絡協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 協議会は、自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１２条の規定による自

殺総合対策大綱に基づき、関係機関及び民間団体等の相互の密接な連携を確保し、本市

における自殺対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 （所掌事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）千葉市自殺対策計画の推進に関すること。 

（２）自殺について実態の把握に関すること。 

（３）その他自殺対策の推進に関して必要な事項 

 （組織） 

第４条 協議会は、委員１６人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる団体から、推薦された者とする。 

（１）学識経験者 

（２）警察関係者 

（３）医療関係者 

（４）福祉関係者 

（５）教育関係者 

（６）労働関係者 

（７）経済関係者 

（８）法律関係者 

（任期） 

第５条 委員の任期は、３年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第６条 協議会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 



                    

 

 （会議） 

第７条 協議会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

  なお、委員が出席できない場合は、所属する団体の中で、委員が指名する者を代理と

して出席させることができる。 

３ 協議会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することが

できる。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議

会に諮って定める。 

   附 則 

 この規約は、平成２４年２月２日から施行する。 

   附 則  

 この規約は、平成２５年１２月１日から施行する。 

   附 則  

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則  

 この規約は、令和７年４月１日から施行する。 

 


